
様式第３号（第５、第６の１、第６の２関係）（その１） 

（Ａ４） 

警 察 署 協 議 会 会 議 録 

直方警察署協議会 

開催年月日時 
令和６年１２月４日  午後１時１０分 から 

令和６年１２月４日  午後１時４５分 まで 

開 催 場 所 直方警察署 ４階大会議室  

出 席 者 

警察署協議会 会長以下６名 

警 察 署 
署長、副署長、総務課長、会計課長、生活安全課長、刑事課長、 

交通課長、警備課長、地域課長、宮若警部交番所長、総務第二係長 

議 事 概 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会長挨拶（要旨）】 

カレンダーも最後のページになり、今年も残り僅かとなった。朝晩の冷え込む日が続く中、

直方警察署の署員の皆様におかれましては、地域の安全・安心のために活動していただき感

謝申し上げる。また、委員の皆様は、本日も忌憚のない御質問や御意見をお願いする。 

 

【署長挨拶（要旨）】 

  今年もいよいよ少しとなり、先日、年末年始特別警戒出動式も実施した。 

本年１０月末現在の当署管内の刑法犯認知件数は約６００件、前年比約マイナス１００件

となっている。しかし、昨年、検挙した窃盗被疑者の余罪捜査から未届けの空き巣被害を約

１５０件認知したため、実質の本年中の認知件数は増加しており、万引きと自転車盗が多い。 

また、先日、バイク運転中の男性が亡くなる交通死亡事故が発生した。現在、原因究明等

の捜査と再発防止対策を行っている。県下の交通事故件数は減少しているが、当署は増加し

ている。年末に向け、しっかりと対策を行っていく。 

ニセ電話詐欺及びＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺については、県下の被害額が７０億円を超

えている。未届けを含めると１００億円を超えている可能性がある。当署の被害額は、約２

億１千万円となっており、非常に驚くべき金額である。 

地域の皆様が健やかな新年を迎えられますよう、署員一丸となって頑張っていく所存であ

る。 

本日も忌憚のない御意見等よろしくお願いする。 
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【報告事項等】 

１ 直方警察署管内の交通情勢等について（交通課長） 

 

【質問及び回答】 

〇 委員から「集団窃盗等が相次いでいるが、直方警察署ではどのような対応、取組をして

いるのか。」旨の質疑がなされ、生活安全課長から「テレビや新聞などで連続強盗事件等が

取り沙汰され、不安視される住民の方から不審な来訪者等に関する多くの通報や相談が寄

せられている。そのような通報等があった場合、その都度、現場の確認や不審者に対する

職務質問等を行っている。また、不審な業者等対応時の注意点や自宅の防犯対策等のチラ

シを作成し、自治体や民生委員、老人クラブなどに配付している。このほか、防犯講話の

際にも注意喚起、啓発を行っている。」旨の回答がなされた。 

○ 委員から「福岡県内で闇バイトの実態があるのか。」旨の質疑がなされ、生活安全課長か

ら「連続強盗事件等の発生に伴い、闇バイトに対する関心が大きくなっている。闇バイト

は、インターネットの掲示板やＳＮＳなどで高額な報酬の支払いを示唆して人を集め、犯

罪の実行をさせるというものである。闇バイトには特殊詐欺の受け子や出し子もあり、福

岡県内で特殊詐欺の被害が多発していることから、闇バイトで雇われた者も県内に入って

来ている可能性は高い。闇バイトの実態は、捜査部門中心に情報収集を図り、実態解明を

行っている。闇バイトを正当な求人募集と思い申し込んだところ、相手に個人情報を握ら

れ、逃げられなくなった者も多い。成人や少年を問わず関わってしまう可能性があること

から、闇バイトを通じて犯罪に加担しないようにＳＮＳ等での求人募集はしっかりと確認

してほしい。特に隠語を使う募集は危険性が高い。このような闇バイトの危険性を周知す

るため、学校等に訪問して啓発を行っている。」旨の回答がなされた。署長から「県内にお

いて、闇バイトが関わった事案の発生はあるが、現時点、連続発生事案との関連は判明し

ていない。先日、熊本県で闇バイトを誘ったとして暴力団組員が検挙されている。当署管

内でも、従来の訪問型の詐欺は発生しており、通報もあっている。どこでも発生するとい

う前提で考えていただきたい。不審な訪問者は家に入れずに対応し、身の危険を感じたら、

１１０番通報してもらいたい。また、地域では、防犯カメラの設置等、しっかり抑止対策

していただき、不審者情報の共有や近所への声掛けなどしていただくと効果的である。」
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旨の回答がなされた。 

〇 委員から「本日、闇バイト等の話があったが、様々な啓発活動に当ラジオ放送を是非活

用してもらいたい。」旨の意見がなされた。 

 

【署長総括（要旨）】 

〇 日本も世界も混迷の時代であり、先が見通せず不安に思う方も多い。世界では、この不 

安に乗じて、国に対して行動をする者が多くいる。しかし、日本では、そのようなことが 

起こらないよう、治安の責任者である我々がしっかりとやっていきたい。 

〇 当署では、年末の特別警戒で、毎日、パトロールカーによる金融機関、コンビニエンス 

ストアの警戒等を実施しており、積極的に警ら活動を行うよう指示している。 

まずは、自助機能でしっかり防犯対策をしていただき、何かあれば、１１０番通報して

いただきたい。 

 


